
 

外国籍の方の印鑑登録について 

 

印鑑登録ができるのは、大田区に住民登録（住民票）のある 15歳以上の方です。成年被

後見人は登録できません。ただし、法定代理人（成年後見人）が同行する場合は登録できま

す。 

 

■ 登録できる印鑑 

 住民票の氏名の欄に記録されている氏名 

① 氏名の全部 

② 氏名の氏 

③ 氏名の名若しくは氏名の氏及び名の各一部を組み合わせたもの 

  例）在留カード等及び住民票に記載されている氏名：CLARK THOMAS ANDREW 

  ①       ②       ③       ③       ③ 

 

 

 

 

 住民票の通称の欄に記録されている通称 

① 通称の全部 

② 通称の氏 

③ 通称の名若しくは通称の氏及び名の各一部を組み合わせたもの 

  例）在留カード等及び住民票に記載されている氏名：CLARK THOMAS ANDREW 

    通称名：山本 トーマス安土流 

①       ②       ③       ③       ③ 

 

 

 

 

 住民票の備考の欄に記録されているカタカナ表記の氏名 

① カタカナ表記の氏名の全部 

② カタカナ表記の氏名の氏 

③ カタカナ表記の氏名の名又はカタカナ表記の氏名の氏及び名の各一部を組み

合わせたもの 

  例）在留カード等及び住民票に記載されている氏名：CLARK THOMAS ANDREW 

    カタカナ併記名：クラーク トーマス アンドリュー 

  ①       ②       ③       ③       ③ 
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■ 登録できない印鑑 

 印影の大きさが一辺の長さ 25mmの正方形に収まらないもの。または、一辺の長さ

８mmの正方形に収まるもの。 

 

 

 

 

 

 

 住民票に記載されていない芸名、ペンネーム、雅号、通称名で印刻したもの 

 氏名、通称、カタカナ併記名の一部のみを印刻したもの（下記例①） 

 頭文字のみの組み合わせを印刻したもの（下記例②） 

 例）在留カード等及び住民票に記載されている氏名：CLARK THOMAS ANDREW 

    通称名：山本 トーマス安土流 

  ①       ①       ①       ①       ②        

 

 

 

 

 

 職業や生年月日、住所地等他の事項を表しているものを印刻したもの（下記例③） 

 その他、住民票に記載されていない文字、サイン等の自己流のくずし文字を印刻し

たものや、印影に絵や模様のある印鑑は登録できません。（下記例④） 

 例）在留カード等及び住民票に記載されている氏名：CLARK THOMAS ANDREW 

    通称名：山本 トーマス安土流 

  ③        ④         
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※「トーマス」のみの印影は、カタカナ併記名を登録すれば印鑑登録可能です。 

 

ト
ー
マ
ス 

25mm 8mm  

ク
ラ
ー
ク 

ト
ー
マ
ス 

ア
ン
ド
リ
ュ
ー 

 
山
本 

 ト 

★ 安
土
流 

★ 
ト
ー
マ
ス 



 

【漢字圏の方】 

在留カード等及び住民票に記載されていない漢字で、印鑑登録をご希望の場合、登録で

きる漢字とできない漢字があります。 

 登録できる例）在留カード等及び住民票に記載されている氏名：劉 蘭蘭 

登録したい印鑑の氏名：   ⇒登録できます 

 登録できない例）在留カード等及び住民票に記載されている氏名：叶 云云 

登録したい印鑑の氏名：葉 雲雲 ⇒登録できません 

詳しくは、下記 URLをご確認いただくか、戸籍住民課戸籍住民担当外国人住民班までご

相談ください。 

「在留カード等に係る漢字氏名の表記等に関する告示」 

www.immi-moj.go.jp/topics/pdf/honbun.pdf 

または、出入国在留管理庁の正字検索システムでご確認ください。 

http://lapse-immi.moj.go.jp:50122/ 

≪検索画面の例≫ 

      

 

大田区では、「大田区印鑑条例」及び「大田区印鑑条例施行規則」の規定に基づき印鑑登

録の可否を審査しています。他自治体で登録できた印鑑であっても、大田区では登録できな

い場合がございます。ご不明な点がございましたら下記窓口までお問い合わせください。 

 

お問い合わせ：大田区区民部戸籍住民課戸籍住民担当 外国人住民班 

 大田区蒲田五丁目１３番１４号 TEL：03-5744-1187 

 印鑑登録の受付時間：月～金 8:30～17:00（祝日及び年末年始を除く） 

http://www.immi-moj.go.jp/topics/pdf/honbun.pdf
http://lapse-immi.moj.go.jp:50122/

